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信頼と実績
創業　　年51

土地・建物・アパート
売却物件募集中!

・建物が古くてボロボロ・荷物の整理が大変
・ローンが残ってる・相続したけどどうしよう…

お気軽にお問い合わせください！
査定無料・秘密厳守・相続のご相談

千葉県知事（14）第 4030 号（公社）全国宅地建物取引業協会会員　（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員

香取市北 1－13－2 豊島ビル 1 階
☎０４７８－７９－９４３１井上商事有限会社

　６月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。以下のこ
とに注意して、動物を適切に飼いましょう。
　また、災害時に備え、飼い主の明示（迷子札やマイクロ
チップの装着など）を行うとともに動物と同行避難できる
ような準備をしましょう。

　犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を
制止できる人が短い引き綱で行い、しつけや訓練
をすることにより、近隣に迷惑をかけることのな
いように飼いましょう。
　また、猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声
などによる近隣の被害を防止でき、感染症や交通
事故などの危険からも猫を守ることができます。

　動物を飼う際は、その動物が命を終えるまで適
切に飼いましょう。
　また、適正に飼うことができない子犬・子猫を
増やさないために、不妊去
勢措置をしましょう。
　なお、やむを得ない事情
によりどうしても飼えなく
なった場合は、新しい飼い
主を探してください。保
健所・動物愛護センターで
は新しい飼い主探しをお
手伝いします。

　千葉県動物愛護センター及び同東葛飾支所では、「犬の
正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています。
　また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を派遣し
て、動物愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方およ
び動物由来感染症などに関する講演をおこなっています。

香取保健所（香取健康福祉センター）　  ☎0478-52-9161
千葉県動物愛護センター　　　　　　　☎0476-93-5711
公益財団法人千葉県動物保護管理協会　☎043-214-7814

町民課　生活環境係　☎86-6072

動 物 の 正 し い 飼 い 方
推 進 月 間 の お 知 ら せ

ペットの放し飼いはやめましょう1

ペットを大切にしましょう2

愛護動物を捨てたり、傷つけたりすることは

犯罪です

3

水道週間スローガン

たいせつに　みずはみんなの　たからもの
６月1日～７日は水道週間です

　水道週間とは、毎年６月１日からの一週間、「水道についてもっと知っていただく」ことを目的に、全国の水道事業体
などが、さまざまな広報活動を行っています。

　町では、５人の水道検針員が毎月上旬にご自宅に伺い、
メーター検針を行っています。検針が安全でスムーズに
行えるよう、メーター周りの環境整備にご協力をお願い
いたします。

～メーター周りはきれいに、安全に～
・木の伐採・除草をお願いします。
・メーターボックス周りはきれいにしてください。
・犬は、メーターボックスから離してつないでください。

　町では、皆さんが安心して水道水を利用できるよう、
水道法で定められた水質検査を水源の状況などに応じ適
切に実施しています。
　令和５年度の水質検査結果において、町の水道水は51
項目の水質基準すべてに適合していました。
　水質検査の詳細な結果については町のホームページや水
道係の窓口でも閲覧することができます。今後の水質検査
計画に役立てるため、皆さんのご意見をお寄せください。

まちづくり課　水道係　☎86-6077

水  道メーターの検針にご協力ください
　  令和５年度
水  道水質検査の結果

県によるイノシシ捕獲実施のお知らせ
　千葉県では、６月から11月にかけて、農作物に被
害をおよぼすイノシシの捕獲を東庄町などで実施いた
します。
　捕獲は、わな猟により実施しますが、わなには近づ
かないようご注意ください。
（※わなの周辺には注意看板を設置します）
　安全な捕獲に努めますので、皆さまのご理解とご協
力をお願いします。

※�お問い合わせは、千葉県自然保護課
鳥獣対策班までお願いします。

　千葉県庁環境生活部　自然保護課鳥獣対策班
　☎043-223-2058

まちづくり課　産業振興係　☎86-6075

エアロバイクが利用できます
エアロバイクを無料で開放しています。
運動不足解消や健康維持のために
ぜひご利用ください。

場　所：町公民館
時　間：9：00～17：00
対象者：�東庄町に住所のある18歳以上の人で、事前

に講習を受けた人
　　　　�講習会日程や利用の方法などの詳しいこと

は、町民課国保年金係までお問い合わせくだ
さい。

町民課　国保年金係　☎86-6071

◀町ホームページ

※�「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」で
保健所への届出が必要となる場合
　・飼い犬が人を噛んだ時
　・犬猫合わせて10頭以上を飼養するとき

大切にされると

うれしいワン！

▲�千葉県動物愛護センター�
ホームページ
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